
　

令和７年度　郡山市国民健康保険特別会計税率等本算定について

１　本市の国民健康保険の現状について

　
【図①】　毎年、被保険者数が減少する一方で、１人当たり医療費が増加

　　◇　被保険者数（4/1賦課期日現在）：2024年度 57,770人 ⇒ 2025年度 56,540人（△1,230人）
　　　　（主な要因：後期高齢者医療制度への移行者が多いため）
　　◇　１人当たり医療費の伸び率　：　約3.6％（2021年度から2023年度の各年度間の伸び率平均）

【図②】　国保加入世帯の 約65％ が 所得200万円未満世帯
　
　　◇　所得43万円未満世帯 が 全体の 約29％ であり、最も多くの割合を占めている
　　※　均等割・平等割　軽減対象世帯数　：21,390世帯　（全39,040世帯の　約54％）

【図③】　国保加入世帯の 約97％ が ３人以下世帯

　　◇　単身世帯 が 全体の 約67％ であり、最も多くの割合を占めている
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2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度

被保険者数(4/1賦課期日現在)

１人当たり医療費

１人当たり保険税（現年分）

(人）

43万円未満

11,661

（29.9％）

43万円～50万円未満

923（2.4％）

50万円～100万円未満

5,341（13.7％）

100万円～200万円未満

7,766（19.9％）

200万円～400万円未満

4,545（11.6％）

400万円

～600万円未満

1,027（2.6％）

600万円以上

933（2.4％）

未申告等

6,844

（17.5％）

(単位：世帯）

(単位：世帯）

単身世帯

26,268 

（67.3％）

2人世帯

9,588 

（24.6％）

3人世帯

2,124 

（5.4％）

4人世帯

727 （1.9％）
5人以上世帯

333 

（0.8％）

【図③】2025年度国保世帯（全39,040世帯）

の人数別構成

【図②】2025年度国保世帯（全39,040世帯）

の2024年所得金額別構成

(千円）

【図①】国民健康保険の被保険者数、

１人当たり医療費・税額の推移

※ 2024・2025年度の１人

当たり医療費は、見込

(単位：世帯）

①

②

③

＜単位：千円＞

⇒
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～ ～ ～ ～
～ ～ ～ ～

積
み
立
て
額

充当以外の額
【220,032】

歳出見込
（総務費、
給付費、
納付金、

保健事業費等）
【27,979,540】

税
等
に
求
め
る
額

課税限度額を引上
げ、税率等を据え
置いた場合の税収

見込
【5,336,406】 R7期首残高

【1,066,714】

税等以外の歳入見込
（国・県支出金、
法定の繰入金等）
【22,398,378】 R6剰余金

基金利子
【464,788】

歳出 歳入 基金

【1,286,746】R7末（見込み）

税収不足分
【244,756】

充当分
【244,756】

・統一後も、決算補填等のため、財政調整基金の保有が必要

本年度の収支見込 ・税率等を据え置いた場合、前年度剰余金及び財政調整基金

　を除くと歳入不足が生じる。

　前提となる内容（課題）

本市国民健康保険の現状 ・高齢者や非正規労働者など所得の低い被保険者が多い

・医療費水準が高い

福島県の状況 ・2029年度を目標に、県内保険料の統一

２　本市税率等本算定の前提

令和６年度剰余金については基金に一旦積み立てし、税収不足分

（244,756千円）は基金から充当する。

令和７年６月定例会

議案調査資料

【市民部】



【軽減判定基準の引き上げに伴う影響】

○　税額が下がる世帯数：203世帯（拡大前と比べ、軽減対象世帯が約0.9％増加）

※　軽減を受ける世帯数：21,390世帯（全世帯である39,040世帯に占める割合：約54％）

〇　影響額：△7,696千円

２割軽減
43万円＋（54.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数-1） 以下
→43万円＋（56万円（15千円引き上げ）×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数-1） 以下

５割軽減
43万円＋（29.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数-1） 以下
→43万円＋（30.5万円（10千円引き上げ）×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数-1） 以下

７割軽減 43万円＋10万円×（給与所得者等の数-1） 以下→（改正なし）

※　モデル世帯：３人家族（夫・妻・子）の場合

【課税限度額引き上げに伴う影響】

　○　税額が上がる世帯数：573世帯（全世帯である39,040世帯に占める割合：約1.4％）

　○　影響額：＋16,104千円

（３） 軽減措置の拡大（軽減判定基準の引き上げ）

地方税法施行令第56条の89の改正に基づき、低所得者層の負担軽減のため、軽減判定所得を引き上げる

介護納付金分 17万円（据え置き） 891万2,000円

合　計 106万円→109万円（３万円の引き上げ）

基礎課税（医療）分 65万円→66万円（１万円の引き上げ）  1,022万円

後期高齢者支援金等分 24万円→26万円（２万円の引き上げ） 1,029万8,000円

　　　令和７年度については、据え置きをするために財政調整基金から約2.4億円繰入を行う。

　　　※基金残高　Ｒ７期首：1,066,714千円→Ｒ７期末（見込）：1,286,746千円

（２） 課税限度額

地方税法施行令第56条の88の２の改正に基づき、課税限度額を法定まで引き上げ、高所得者へ応能分の負担を求める

項　目 課税限度額 限度額に達する収入金額※

　①　税率等は、収支のバランスを考慮した上で被保険者の負担増加とならないように全区分で据え置く

　②　据え置きによる税額の不足分は、国民健康保険事業財政調整基金（244,756千円）を繰入れ対応する。

　　　前年度剰余金及び基金利子については、全額（464,788千円）を一旦財政調整基金に積立をする。

モデル世帯（※） 433,100円 433,100円 0円

※　モデル世帯：３人家族（夫・妻・子）　収入400万円

（１）国民健康保険税率等「据え置き」に係る本算定の考え方

170,000円 10,000円 20,000円 0円

1人当たり保険料 76,131円 86,508円 10,377円

5,300円 0円 0円 0円

課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円 660,000円 260,000円

10,500円 0円 0円 0円

平等割 18,400円 6,400円 5,300円 18,400円 6,400円

2.20% 0.00% 0.00% 0.00%

均等割 23,100円 8,000円 10,500円 23,100円 8,000円

介護分 医療分 支援金分 介護分

所得割 7.30% 2.90% 2.20% 7.30% 2.90%

区分 医療分 支援金分 介護分 医療分 支援金分

３　本市税率等本算定について

【令和７年度 国民健康保険税率等及び課税限度額（案）】

令和６年度
本市税率

令和７年度
本市税率（案）

増減
（R07(案)－R06）

5,722円 471円 1,323円 422円

2

11,408円 5,327円 3,634円 908円

平等割
（※一世帯当たり）

18,400円 6,400円 5,300円 18,871円 7,723円

2.25% △0.75% △0.19% 0.05%

均等割
（※一人当たり）

23,100円 8,000円 10,500円 28,427円 11,634円

介護分 医療分 支援金分 介護分

所得割 7.30% 2.90% 2.20% 6.55% 2.71%

区分 医療分 支援金分 介護分 医療分 支援金分

【参考】

　市現行税率 と 本市標準保険料率 との比較

本市現行税率
令和７年度

　本市標準保険料率※
差

【標準保険料率－現行税率】

②医療費の適正化
　（医療費の抑制
　　→　歳出の減少）

・特定健康診査の受診勧奨
・保健指導の推進

③その他

・適正な基金残高の確保についての検討
　（福島県の動向および収支バランスを見ながら、
　　前年度剰余金の積立を実施）
・国や県に対する、財政支援の拡充を要望

４　今後の対応等

①国保税収納率の向上
　（歳入の増加）

・口座振替の勧奨強化
・累積滞納額の削減推進

持続可能な国民健康保険の運営のため、国保財政の安定化を図りつつ、2029

年度の県内保険料率の統一を見据えて、バックキャストの視点で、税率等の検

討のほか、以下の対応を行っていく。

※ 標準保険料率

⇒ 県が参考値として市町村ごとに毎年算出


